
  

  

  

 平成１６年６月２日 

農林水産省生産局

食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 

第３回畜産企画部会の概要について

 下記のとおり、食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 第３回畜産企画部会が開催さ

れました。 

 

 

記 

 

１． 日 時

平成１６年６月１日（火） １０：００～１３：００

２． 場 所

東京都千代田区九段南２－１－５ 

 農林水産省三番町分庁舎 ２階 大会議室

３． 出席者

委員等：別紙[PDF]のとおり 

事務局：畜産部長、畜産企画課長、牛乳乳製品課長ほか

４． 意見交換

事務局より、「牛乳・乳製品をめぐる情勢」に関する説明が行われた後、意見交換

が行われ、委員からの主な発言は、以下のとおりでした。

 （生産・経営関係）

○  酪農における構造改革については、何をどのように進めるのかを、生産から

流通までの各段階で具体的に整理すべき。

○  酪農の発展のためには、人、牛、土地(草)のバランスのとれた発展が大事と

いうのは、的を得ている。

○  飼料自給率の食料自給率への寄与度は小さいものの、少しでも食料自給率を

上げるためには、飼料増産をしっかり進めるべき。

○  酪農経営は、効率化された大規模経営と、自然を活かした放牧利用などの経

営と２極化していくのではないか。

○  全国一律ではなく、メガファーム、放牧酪農、山地酪農など、地域の条件に

あった多様な酪農経営の姿を示していくことが重要ではないか。

○  １頭当たりの乳量向上については、乳量を維持しつつ、牛に無理をさせない

ような泌乳パターンを検討するなど、トータルとして生産性向上を図る手法を

検討すべきではないか。

 （流通・加工関係）

○  牛乳は、ロットを工夫すればトレ－サビリティの完成度は高まる。表示の内

容を担保し、製品の差別化を図る手段としても利用できるのではないか。

○  牛乳の安定供給を図るため、都府県の減少分を北海道が支えている状況にあ

る。今後とも、円滑な牛乳流通のため、北海道と都府県の連携が必要ではない

か。

○  消費者が、これ以上の乳脂肪率の向上を望んでいるのかという疑問がある。



  

乳成分取引基準の見直しに関する議論を進める必要があるのではないか。

 （消費・貿易・制度関係）

○  国際化の進展に対応して、緑の施策への転換が求められているが、牛乳関連

施策については、現行の枠組を維持していくのかどうか議論が必要。

○  国際交渉の中では、コメだけでなく乳製品も重要品目であるという認識をも

って交渉に当たってもらいたい。

○  生産振興のための補助金が、最終的に消費者にどのようなメリットをもたら

しているのかを示すことも必要。

○  これまでの施策は十分評価されるべきである。厳しい国際情勢、財源状況の

中でも、引き続きしっかりと取り組んでいく必要。

○  脱脂粉乳の需要拡大のための取組については、ネーミング等に若い人達の意

見を入れて、イベント型でない実質的な対策を行う必要。

 問合せ先 

 生産局畜産部畜産企画課 

   松本、沖田 

 TEL 3502-8111（内線3865, 3866） 

    3501-1083（直通） 
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